
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■その他空き家等に関する対策の実施に向けた取組等 
・本計画の施策の実現に向けた適切な進行管理を行います。 

・国や県、県内市町との連携・調整による空き家等対策を進めます。 

■対策の推進・連携体制 

各主体の責務や役割を明確化し、庁内の相談窓口の一本化を図るとともに、関係各課や自治組織、 

関係団体等と連携しながら対策を推進していきます。 

 

 

 

 

 

■特定空き家等に対する措置などを審議する体制 

特定空き家等の認定及び措置に関して｢越前町特定空き家等認定審議会｣を設置し、専門的な 

視点から調査審議を行います。 

 

越前町空き家等 

対策協議会 

 

空き家等対策計画の

策定及び変更並びに実

施に関する協議を行う

ため、空き家等対策協

議会を設置する。 

                   越前町 定住促進課 0778-34-8727 
                      〒916-0192 福井県丹生郡越前町西田中 13-5-1 
        (平成 29年 3月発行)         FAX：0778-34-1236 メールアドレス:teijuu＠town.echizen.lg.jp 
 

 

予   防 

適正な管理 

利 活 用 

特定空き家 
等の対応 

協
議 

 
特定空き家等認定審議会 

特定空き家等の判定及び

特定空き家等に対する措置

に関し、必要な事項を調査審

議し、町に答申する。 

答申する。 

 
特定空き家等認定調査員 

当該空き家等の敷地内及び

必要に応じ内部に立ち入って

調査を行う。 

 

連携 

連携 

調査 

審議 

■空き家に関するご相談・お問合わせ 

５．対策の実施体制 

越前町特定空き家等認定審議会 

苦情 

問合せ 

定住促進課 
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(1)対象地区・空き家対策の対象 

対象地区 空き家対策の対象 

全域 法第 2条で規定する空き家等 
    
(2)目標と基本方針  
 

 

 

 

 

 

 
 
(1)背景・目的 

本町の空き家等対策を総合的かつ計画的に推

進するための目標や基本的な方針、推進する

対策、実施体制等を示します。 
 

(2)計画の位置付け 

｢空家等対策の推進に関する特別措置法｣第 6

条、｢越前町地域ぐるみによる空き家等対策の

推進に関する条例｣第 23 条に基づく空き家等

対策計画 
 

(3)計画期間 

平成 29(2017)年度～平成 38(2027)年度までの

10年間 

 
 
▶本町には 700件以上の空き家があり、住宅総数

の約 1割。人口減少･高齢化により更なる増加

が予想される。 

▶持ち家で暮らす高齢単身世帯が増加傾向にあ

り、今後空き家化することが想定される。 

▶再利用可能な空き家の割合は高いが、その多く

が流通していない。 

▶空き家化には、所有者の高齢化、相続問題、流

通･活用のノウハウ不足等、様々な要因が複合

的に関係している。 

▶空き家を有効活用し、移住･定住促進等の地域

活性化や地域コミュニティの醸成を図る必要

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判定 

≪目標≫ 

地域総ぐるみの対策による安心・安全で 
活力ある地域社会づくり 

▶基本方針 
 

≪対策５≫「管理不全」空き家の 
対策の推進・解消 

・法、条例に基づき、特定空き家等に対する

助言･指導、勧告、命令など、周辺環境に

悪影響を及ぼさないよう着実な管理不全

対策に取り組む 

・空き家等による危険を緊急に回避する必要

がある場合は、適切に緊急安全措置に取り

組む 

 

≪対策２≫「実態・所有者意向の把握」 
・関係機関等と連携し、定期的な空き家実態

調査や所有者等への意向調査の実施 

・空き家の早期発見･情報共有の体制づくり、

相談体制づくり 

≪対策３≫ 

空き家の 

｢利活用｣の推進 
・所有者に対するサ

ポート･支援制度

の充実 

・移住･定住、まち

づくりやコミュ

ニティの資源と

しての空き家の

活用支援 

≪対策４≫ 

空き家の｢適正

管理｣の推進 
・所有者等の責務の

明確化・情報発信 

・利活用に繋がる支

援制度の整備 

≪対策１≫空き家化の「予防」 
・空き家所有者や町民に向けた意識啓発･啓

発活動 

・関係機関と連携した、将来の空き家予備軍

の把握や、多岐にわたる相談に対応できる

体制づくり 

重点アクションプラン 

 

 

≪対策２≫実態・所有者意向の把握 

≪対策１≫予防 

 ≪対策３≫利活用 

 

 

○各種団体や専門家等と連携した相談会等の開催 

○予防に関するパンフレットの作成、自治組織や関係団体等を 

通じた情報発信 

○一人暮らし高齢者などの空き家予備軍世帯を把握する体制･ 

仕組みの整備、現在の住まいに対する将来意向の把握 

○総合的なコンサルティング体制の整備 

○自治組織等と連携した新たな空き家の確認や関係主体との情報共有･体制の整備 

○新たに空き家となった空き家所有者等(次世代の方も含む)に対する意向確認、 

データベース化等 

○転出届に合わせた自宅の利用･活用意向を確認する庁内体制の整備 

○空き家情報バンクのＰＲ･登録促進、利活用に向けた情報発信 

○空き家の流通促進に向けた国･県等の各種制度･事業の活用 

○移住･定住に向けた補助制度の運用･充実、各種専門家や民間 

事業者等と連携した空き家所有者と利用希望者のマッチング

の仕組みづくり･実践 

○移住･二地域居住体験施設「Mohage(モハージュ)」(※右写真上）、

｢laugh-la(ラフーラ）」(※右写真下)の積極的なＰＲ･活用促進 

○地域活力の維持・向上に繋がるモデル事業の実践、地域やま

ちづくり団体等の主体的な取組への支援 

○適正管理に関するパンフレットの作成、自治組織･関係団体等を通じた情報発信 

○著しい管理不全状態に陥る前に利活用に繋がる支援制度の整備 

○空き家の適正管理に対する支援の仕組み、民間事業者が活躍しやすい環境づくり 

≪対策４≫適正管理 

○特定空き家等の認定、適切な助言･指導、勧告等の実践、状態 

に応じた緊急安全措置の実施 

○国や県･県内市町･関係機関･庁内関係各課との連携体制の整備 

○｢越前町安心で潤いのあるまちづくり事業｣の制度充実 

○所有者に対する空き家除却費補助制度の創設の検討 

≪対策５≫管理不全空き家対策 

空き家相談会の様子 

安心で潤いのある 
まちづくり事業事例 

地域総ぐるみによる 
「予防」、「実態・所有者意
向の把握」に向けた取組 
★総合的なコンサルティング

体制の整備、関連する取組へ

の展開 

 

管理不全対策の取組 

★｢越前町安全で潤いあるまち

づくり事業｣の制度拡充 

★管理不全空き家の除却･跡地

利用促進制度の創設等 

利活用の取組 
★移住･定住、地域活性化等
に繋がる取組の推進･支援
制度の創設 

★空き家情報バンクの登録
促進･運営 

 

 

 

 

 

老 

朽 

化
（
段
階
に
応
じ
た
効
果
的
な
対
策
） ▷総住宅数に占める空き家数 

４．推進する対策と重点アクションプラン １．計画策定の趣旨 

２．本町の現状と課題 

３．目標と基本方針 

老朽度判定基準

調査員の外観目視により、「目視による建物の損耗状況
判定表」を基に構造の腐朽又は破損の程度を４段階で判
定

再利用可能な老朽度Ａ，Ｂ判定の空き家を『優良空き家』、
再利用が難しく、今後、適正管理、解体が必要な老朽度
Ｃ，Ｄ判定の空き家を『不良空き家』と定義している。

→倒壊等若しくは保安上危険となるおそれがある状態

著しく衛生上有害、著しく景観を損なっている、周
辺環境の保全を図るために放置することが不適切
な状態

（平成26年越前町空き家実態調査）

▷空き家の老朽度合 

居
住
中 

空
き
家
化 

空
き
家
の
長
期
化 

早
期
の
管
理
不
全 

除
却
及
び
跡
地
活
用 

(平成 26年越前町空き家実態調査より) 

A 判定:そのまま使用可 

B 判定:若干修繕要 

C 判定:かなり修繕要 

D 判定:腐朽して危険 


